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わが国の自治行政は、「住民の福祉の増進」という目的に向けて、国と地方公

共団体（自治体）が協力しながら進められています。この目的及び体制において、

住民に身近な行政は、地方公共団体が担っています。つまり皆さんが所属する地

方公共団体においては、住民との相互理解のもと、住民のニーズに的確に対応し

た行政運営を行うことが求められているのです。 

これから皆さんは、その行政運営を担う人材（人財）として多種多様な仕事を

進めていくことになります。住民の方々も皆さんの活躍を大いに期待していま

す。皆さんは、その期待に応える責任を負うことになりました。したがって、そ

の責任を立派に果たしていけるだけの知識や能力を身に付ける必要があります。 

そこで、本研修においては、地方公務員として仕事を始めるに当たり、知って

いなければならない基本的な知識、留意すべき心構えを学んでいきます。 

具体的には、次の研修項目について学習します。 

 

① 自治体職員としての心構え 

「住民の福祉の増進」に寄与する自治体職員として、基本的な心構えや執

務（仕事）上の留意点について確認をしていきます。自治体職員の役割や住

民の期待していることを考えていきます。さらに、仕事はチームプレーで行

われるため、職場での人間関係の心構えについても学びます。 

 

② 公務員倫理 

地方公務員となった皆さんは、住民全体の奉仕者として職務を行います。

つまり常に公務員としての自覚をもち、公共の利益のために全力を挙げて仕

事に取り組まなければなりません。その心構えや行動原理が公務員倫理です。

住民の方々や組織の期待に応えるためにも、自身をしっかりと律することが

大切です。 

 

③ 地方自治制度 

各地方公共団体は、自然的要因（地形、気候など）や社会的要因（人口、

産業構造など）に応じて、住民の福祉（住民の幸せ）の増進をめざして仕事

をしています。このように地域の実情に合わせて住民と一緒にまちづくりを

していくことが地方自治です。地方自治に関する法律として「地方自治法」

があります。本研修では、地方自治法の基本的事項についても学んでいきま

す。 

 



④ 地方公務員制度 

地方公務員制度は、皆さんの社会的身分に直接関わる制度です。大変重要

なものですので、しっかり理解しましょう。この制度に関する法律として

「地方公務員法」があります。地方公務員法の基本的事項についても学習

します。 

 

いずれの研修項目も皆さんが地方公務員として仕事をするための重要な基本

事項です。皆さんは、まだ入庁して間もなく、慣れない研修で緊張するかもしれ

ません。しかし、肩の力を抜いてリラックスし、本研修に参加してください。 

 皆さんにお会いし、一緒に学べることを楽しみにしております。 
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